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１ 計画策定にあたって

（１）計画の背景と趣旨

本市は、人口減少・少子化の進展に対し、様々な施策を講じているもの

の歯止めがかからない状況が続いています。

小・中学校においては、児童生徒数の急激な減少に伴い、学級・学校の

小規模化が進み、教育環境に様々な課題が生じてきています。また、多く

の校舎で老朽化への対応が必要になってきています。

平成２７年１月、文部科学省は、地域の実情に応じた取り組みを進める

ため、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き～少

子化に対応した活力ある学校づくりに向けて」を示しました。

こうした中、本市においては、平成２８年１２月、仙北市学校適正配置

研究検討委員会が、「仙北市学校適正配置に関する提言書」を策定し、学

校と地域の関わり方や学校統合の検討に入るべき状況などについてまとめ

ました。

このたび策定する計画は、本市の実情を踏まえ、将来に持続可能であり、

子どもの学びや成長にとって望ましい教育環境を整えることを第一としつ

つ、地域コミュニティや防災の拠点としての意義、保護者や住民の意見な

どにも配慮しながら、本市が目指す教育の姿と望ましい学校の規模・配置

の実現を目指すものです。

（２）計画の位置づけ

本計画は、本市の最上位計画である仙北市総合計画に基づき、学校経営

的側面や地理的制約などの様々な要素を総合的に判断し、小・中学校教育

環境の適正化を推進するものです。推進にあたっては、仙北市公共施設等

総合管理計画等の関係する計画との連携調整を図りながら進めるものとし

ます。

（３）計画の期間

本計画の期間は、令和●年度から令和●年度までの●年間とします。

ただし、出生数や校舎等に状況変化が生じ、計画の修正が必要と判断さ

れる場合には適宜見直しを行うものとします。
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２ 現状と課題

（１）児童生徒数

少子化の進展に伴い児童生徒数が著しく減少し、学校の小規模化が進んでいま

す。今後更に児童生徒数の減少が見込まれ、教育活動への影響が懸念されること

から、よりよい教育環境を持続的に確保することが課題となっています。

＜表１＞児童・生徒数の推移

実績← →推計 実績← →推計

※令和２年度仙北市学校施設長寿命化計画 将来推計より

＜表２＞出生数の推移

※住民基本台帳より
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＜表３＞小学校児童数の推移

＜表４＞ 中学校生徒数の推移

学校によっては、上表(出生数から
算出した人数)が、下表(将来推計)を
超えて減少することが見込まれます。
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（２）学校施設

〈図１〉小・中学校の位置図（令和５年度）
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３ 計画の基本方針（目指す学校像）

（１）望ましい学校教育環境

学校は、多様な考えや特性をもつ児童生徒が集団生活を通して、互いに磨

き合い、学力や体力の向上を図るとともに、豊かな人間性を育む場です。そ

のため、教科の学習はもとより、運動会、文化祭等の学校行事、課外でのス

ポーツ・文化活動等*1においても効果的な活動を展開できる環境が望ましい

と考えます。

仙北市の教育目標に照らし、望ましい学校教育環境の基本的な考え方は、

次のとおりとします。

① 確かな学力の向上

② 思いやりの心と健やかな体を育み、命を大切にする教育の推進

③ 地域に根ざしたふるさと・キャリア教育の充実

④ 切磋琢磨しながら、多様性を認め合い、柔軟性を育む環境の構築

市民が学校教育に望むことの上位項目（令和４年10月アンケート結果より）

児童生徒 保護者を含む市民

身に付けたい、頑張り 子どもに伸ばしてほし 大切な教育方針

たいこと い力

・思いやり・協力 ・思いやり・協力 ・多様性

・基礎・基本 ・基礎学力 ・柔軟性

・部活・スポ少 ・表現力 ・協働的な学び

・規範意識 ・個別の指導

・切磋琢磨

*1 スポ少活動や部活動のこと
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（２）望ましい学校規模

学校教育法施行規則では、学校規模について、小・中学校ともに「１２学

級以上１８学級以下＜表６＞」を標準としています。ただし、特別の事情が

あるときは、この限りでなく弾力的な運用が可能とされています。

本市では、児童生徒数が更に減少し、学校の小規模化が進むことが見込ま

れます。学校の小規模化については、一般的に＜表７＞のような影響が指摘

されています。

本市の実情を踏まえた望ましい学校規模は、次のとおりとします。

児童生徒数の減少が見込まれる将来においても、多様な価値観や考え方

をもった仲間と触れ合い、課題別学習、課外でのスポーツ・文化活動、学

校行事等で多様な選択ができるよう、一定の集団を確保できる規模とする。

具体的には、「小・中学校とも、学級替えができる規模（１学年２学級

以上）」を目指すこととする。ただし、本市特有の地理的条件により通学

等に配慮する場合は、「１学年、２０人程度の児童生徒がいる規模」を目

標とする。

＜表６＞文部科学省による学校規模分類

小学校 中学校

適正規模校 １２～１８学級

＜学校教育法施行規則による標準規模＞

小規模校 ６～１１学級 ３～１１学級

過小規模校 ５学級以下 ２学級以下

（ 複 式 学 級 【複式学級とは】

がある規模） 小学校：２つの学年を合わせて１６人以下の学級

※１年生を含む場合は８人以下

中学校：２つの学年を合わせて８人以下の学級
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＜表７＞ 学校の小規模化によるプラス面と課題

（３）望ましい学校配置

望ましい学校の配置は、望ましい学校の規模とともに両立できることが理

想ですが、地理的状況や交通事情などの違いによる通学の安全・負担面など、

地域の実情を十分に踏まえることが必要となります。

本市の実情を踏まえた望ましい学校配置は、次のとおりとします。

① 徒歩や自転車による通学距離は、小学校は４ｋｍ以内、中学校は

６ｋｍ以内を目安とする。

（※義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条第１項第２号

による、適正な学校規模の条件に準拠。）

② 通学時間は、小・中学校とも通学手段に関わらず、概ね１時間以内

を目安とする。

（※公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きの目安のとおり）
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（４）配慮が必要な事項

小・中学校の適正配置の推進に当たっては、次の事項に配慮して進めます。

① 子どもたちの学習・生活環境への配慮

② 学校間・校種間連携*2による教育活動の推進

③ 通学環境の安全の確保と整備

④ 学校と地域のさらなる連携

⑤ 防災・地域コミュニティへの対応

*2 保育園、こども園、小学校、中学校等が相互に連携すること
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４ 具体的な実施計画

骨子の段階では、実施計画の方向性を次のとおりとします。

※ 具体的な「実施内容とスケジュール（素案）」は、令和６年度にお示しします。

今後の児童生徒数は、前年度の出生数をもとに小学校は７年後、中学校は

１３年後まで推計（３ページ参照）していますが、近年の急速な出生数の減

少傾向を考慮すると、その後も更に減少する可能性があります。

この予測に基づき、概ね２０年先を見通したうえで、「３（２）望ましい

学校規模」を確保するためには、学校の再編は避けられないと考えます。

再編にあたっては、教育環境の充実を第一として検討し、特に再編方法や

使用校舎については様々なシミュレーションを行った中から、安全面や財政

面なども含め多角的に検討していきます。

なお、シミュレーションは、これまでの市民意見交換等も踏まえ、原則と

して次の考え方で行い、複数の組み合わせパターンを提示します。

（１）再編方法の考え方

① 小・中学校それぞれの統合による。

② ①と合わせて、校種を越える再編（小中一貫校、義務教育学校、中高

一貫校等）も検討する。

（２）使用校舎の考え方

① 既存校舎を使用する場合

老朽程度と使用が見込まれる期間に応じて必要な改修を行う。

② 校舎を新・増築する場合

再編後は、長期にわたって使用することを前提とする。

（注）実施計画は、出生数や校舎等に状況変化が生じ、計画の修正が必要と

判断される場合には適宜見直しを行うものとします。

５ 計画の推進

※ 「４．具体的な実施計画」において、「実施内容とスケジュール」を定

めた後に、「（１）連携体制」及び「（２）廃校舎等」を示すこととします。


